
 

 

 

 

 

 

 

家家ききんんのの高高病病原原性性鳥鳥イインンフフルルエエンンザザがが九九州州ででもも確確認認さされれままししたた  

 高病原性鳥インフルエンザについては、昨月号でも国内で４例の疑似患畜の確認をお伝えして

たところですが、１１月に入ってもその勢いは止まらず、１２月４日時点で計１２事例となって

います。その内１０例目は１１月２０日に鹿児島県出水市、１２例目は１２月 3 日に宮崎県児湯

郡川南町のもので、今シーズンすでに九州で２例が確認されています。 

 また、野鳥においては、１２月４日時点で低病原性を含め５７事例

の確認があり、この内１９事例が九州内で、内訳は鹿児島県出水市が

１７例、福岡県福岡市が１例、熊本県天草市が１例となっています。 

 このことから、すでに本病ウイルスが本県に浸潤していることが危

惧されます。 

家きん飼養農家におかれましては、あらためて飼養衛生管理基準遵

守を徹底・強化するとともに本病を疑う症状等が確認された場合は、

直ちに家畜保健衛生所へご連絡いただきますようお願いします。 

また、関係者の方も、農場に入る際の手指消毒や専用服・靴への履き替え等、農場の指示によ

る飼養衛生管理基準に基づく対応をお願いします。 

 

 

 

・ 国内家きんで疑似患畜確認の都度、家きん飼養農家へ情報提供、注意喚起 

・ 農林水産省の通知に合わせ、家きん飼養農家へ「防疫対策の徹底について」の通知文発送  

・ 鹿児島県出水市における九州で今シーズン初確認翌日後、関係者を招集し、地域緊急防疫対

策会議開催 

・ 県内家きん飼養施設への消毒命令に関する家きん飼養農場への通知および消石灰配送調整 

・ 球磨及び芦北地域振興局と連携し、地域家畜伝染病防疫演習の開催並びに熊本県建設業協会

人吉支部及び芦北支部との意見交換会開催 

 

 

 

 

 

 

    

          

水俣・芦北地域悪性家畜伝染病防疫演習（R6.１１.７） 

城南家保ニュース R６．１２月号 

熊本県城南家畜保健衛生所 

〒868-0042 人吉市蟹作町 1237-1 

     TEL：0966-22-3814 

E-mail：jounankaho@pref.kumamoto.lg.jp 

城南家畜保健衛生所は、発生予防、まん延防止のため、以下の対応を行ってます 



熊本県でランピースキン病が発生しました！ 

ランピースキン病はウイルス（ランピースキン病ウイルス）を原因とする牛・水牛の病気です。

主に、蚊、ハエ、ダニの媒介による機械的伝播や、感染した牛の移動により感染が拡大します。

感染した牛は、全身の皮膚の結節や水腫、発熱、泌乳量の減少などの症状を呈し、生産性に影響

を及ぼします。 

2024 年 11 月 6 日以降、

福岡県の 17 農場（乳用 15

農場、乳用・肉用 1 農場、肉

用 1 農場）、熊本県の 1 農場

（乳用）（令和 6 年 12 月 6

日現在）で本病の発生が確認

されています。本病は、死亡

率は高くなく、自然治癒しま

すが、本病を発症した牛の早

期発見、隔離、移動の自粛、

ワクチン接種等の総合的な防

疫対策によって、本病の発生

及び感染拡大を効率的かつ効

果的に防止することが重要です。また、本病は牛の病気であり、人に感染することはありません。 

なお、ランピースキン病にかかっている牛の肉や乳が市場に出回ることはありません。 

 

令和 7 年 2 月の定期報告から電子での報告が可能となります！ 

家畜の飼養者は、家畜伝染病予防法第１２の４の規定により、毎年、２月１日時点での家畜の

飼養状況について報告することが義務づけられています。 

関係の自治体の皆様におかれましては、定期報告の様式の配布及び改修にご協力お願いいたし

ます。また、家畜の飼養者は、お住いの自治体から家畜の飼養者宛てに様式が届きます。これま

では書類での報告のみだったのですが、来年からはスマホやパソコンでの報告が可能となります。 

スマホや PC での報告の際には、「飼養衛生ポータル」もしくは「飼養衛生管理支援システム」

をご利用ください。 

 

「飼養衛生ポータル」は「飼養衛生管理支援システム」の一部で、スマホ

のブラウザでも使えて、過去のデータとの比較なども可能です。 

「飼養衛生ポータル」は下のアドレスもしくは、右の 2 次元バーコードか

らログインできます 

https://www.rearing-hygiene.maff.go.jp/login 

「飼養衛生ポータル」に関する質問は、コールセンターにお尋ねください。 

●コールセンター電話番号：050-3501-7060 

●コールセンター営業時間：９:30～17:30（平日のみ、年末年始の休業期間は 12/29～1/3） 

※今後メールでのお問い合わせフォームも開設予定です。 



「飼養衛生管理支援システム」は「農林水産省共通申請サービス」の一部

で、PC 等で申請ができ、定期報告の他様々な申請を行うことができます。 

「飼養衛生管理支援システム」の使い方については、は農林水産省公式

YouTube チャンネル（MAFF チャンネル）に一般公開されていますので、

下のアドレスもしくは右の 2 次元バーコードから、ぜひご覧ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=94BzlK-v_NU 

（農林水産省共通申請サービス導入研修飼養衛生管理（申請者向け）） 

 

「飼養衛生ポータル」や「飼養衛生管理支援システム」を利用するには、

あらかじめeMAFFのアカウント登録によるeMAFF IDの取得が必要です。 

eMAFF ID 取得の手続き等に関するお問い合わせは、以下問い合わせ先も

しくは右の 2 次元バーコードへお願いします。 

【 お問い合わせ先 】 

https://e.maff.go.jp/Inquiry 

電話：0570-550-410（ナビダイヤル）平日９時 30 分～17 時 30 分

（土日祝日・年末年始を除く） 

 

長らくご愛顧くださりありがとうございました 

 芦北地域及び球磨地域の方々に家畜衛生情報を毎月発信してきました「城南家保ニュース」で

すが、令和 7 年からは 4 半期毎に県内統一の情報をご案内することとなり、毎月発行される「城

南家保ニュース」は今号が最後となります。 

 長らくご愛顧くださりありがとうございました。発行回数は減りますが令和 7 年以降も、皆様

に役立つ家畜衛生の情報を発信していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、必要に応じて「城南家保ニュース」を臨時号で発行することもありますが、今後も芦北

地域及び球磨地域でそのような重大な家畜伝染病の発生がなく、平穏で畜産が益々発展しますこ

とを祈っております。 

 

                                           

   

 

 

  

 

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

中国 豚 11月3日

マレーシア 不明 不明

豚 11月3日

野生いのしし（28） 11月

家きん（4） 11月7日～25日

野鳥 10月14日～11月18日

台湾 家きん（2） 10月

H5N3 韓国 野鳥 10月2日

　令和6年(2024年)12月2日現在

韓国高病原性
鳥インフルエンザ

（HPAI）

H5N1

近隣諸国における海外悪性伝染病発生状況

口蹄疫
（FMD）

不明

韓国
アフリカ豚熱

（ASF）

家畜防疫員のヒトコト 

年を取ると時間が経つのが早いといいますが、いつの間にか師走となりました。あまりにも早すぎるの

で損した気持ちにもなりますが、家畜防疫員としては早く冬が過ぎてほしい気もします。なにはともあれ、

皆様が穏やかな年末年始を過ごされることを祈念しております（T・N） 


